




　保育園は仕事や病気などで家庭での保育ができないとき、０歳から就学前までの子どもの保育を行い
市がお手伝をします。 幼稚園は、集団生活を体験し、 遊びを通して社会生活する上でのルールや道徳を
学習する場で３歳から入園できます。 入園を希望する場合は、 児童を連れて希望先保育園・幼稚園・認定
こども園で面談を実施し、 入園申込書を提出してください。

にこにこ保育園
（0287-88-5252）
那須烏山市岩子152-1

150

■ 保育園

■ 認定こども園

■ 幼稚園

８ケ月～

定 員 0歳児受入 一時預り 延長保育保　育　園　名 保　育　時　間

定 員 0歳児受入 一時預り 延長保育保　育　園　名 保　育　時　間

平日  午前７時15分～午後７時
土曜  午前７時15分～午後５時30分

○ ○ ○

みどちゃん保育園（私立）
（0287-84-2707）
那須烏山市金井1-5-16

30
０歳～
２歳 ６ケ月～

平日  午前７時30分～午後６時30分
土曜  午前７時30分～午後４時30分

○ × ×

七合保育園
（0287-82-2709）
那須烏山市大桶870

60
８ケ月～

平日  午前７時30分～午後６時30分
土曜  午前８時30分～午後５時30分

○ × ×

すくすく保育園
（0287-82-2359）
那須烏山市野上703

100
８ケ月～

平日  午前７時30分～午後６時30分
土曜  午前８時30分～午後５時30分

○ × ×

境保育園
（0287-84-2667）
那須烏山市下境1165

60
平日  午前８時30分～午後５時30分
土曜  午前８時30分～午後０時15分× × ×

烏山幼稚園
（0287-84-0765）
那須烏山市中央2-17-13

80

３歳児～５歳児まで

定 員 対　象　年　齢幼　稚　園　名 保　　育　　料

９６，０００円/年額
つくし幼稚園
（0287-88-2131）
那須烏山市東原50

270

みどり幼稚園（私立）
（0287-82-3089）
那須烏山市金井1-5-16

175 ２８８，０００円/年額

聖マリア幼稚園（私立）
（0287-82-3357）
那須烏山市南1-9-19

105 ２２８，０００円/年額

烏山保育園（私立）
（0287-82-3372）
那須烏山市中央2-3-25

150
２ケ月～

平日  午前７時15分～午後７時15分
土曜  午前７時30分～午後５時30分

○ ○ ○

宮原保育園(私立）
（0287-82-2469）
那須烏山市宮原452

60
２ケ月～

平日  午前７時15分～午後７時15分
土曜  午前７時45分～午後５時30分

○ ○×

��

・ 大地に根を張る子どもたち
・ 夢を育む子どもたち
・ 未来にはばたく子どもたち

■ 保育園

■ 認定こども園 ■ 幼稚園

にこにこ保育園 七合保育園 すくすく保育園

・ 健康で明るくたくましい子
・ 思いやりがあり、友達と仲良く遊べる子
・ 人の話を良く聞いて、考えて行動できる子

境保育園 烏山保育園 宮原保育園

・ 健全な発育を目指し、生活や遊びの
　中で身体機能を高めていく
・ 家庭的なゆったりとした空間を心がける
・ 活動に意欲的に取り組み、また行事
　等に参加し生活経験を豊かにする

みどちゃん保育園 烏山幼稚園 つくし幼稚園

・ 仏教の教えを根底に子どもらしく
　健やかな心身の育成
・ 自由で意欲的活動を大切にすると共
　に協調性やがまんする心を育てる
・ 日本の良き文化を伝授し、国際人とし
　ての第一歩を開いていく援助

・ やさしい子　・ たくましい子
・ 考える子　　・ 健康で明るい子

・ みんなにやさしくします
・ じぶんをたいせつにします
・ すべてのものにかんしゃします

・ 元気に楽しく遊ぶ子
・ はっきり話のできる子
・ 進んで物事をしようとする子
・ やさしく思いやりのある子

・ 自分の尊さを気付かせる
・ 自分を大切にさせる
・ 人を大切にする

・ 健康でたくましい子
・ 何事にもがんばる子
・ 思いやりのある子

・ 子育てを共感します
・ 子どもの心を大切にします
・ 丈夫な子どもに育てます

・ つよくあかるい子
・ くふうしがんばる子
・ しんせつでやさしい子

みどり幼稚園 聖マリア幼稚園
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手帳の交付

　身体障害者福祉法等に基づく各種サービスを受けやすくするために手帳を交付しています。

対　　象

問い合わせ 保健福祉センター健康福祉課　　　　　８８－７１１５

１

視覚や聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、肝臓機能、
呼吸器、膀胱または直腸、小腸、免疫機能に永続すると認められる障がいのある方

　知的に障がいのある児童が各種サービスを受けやすくするために手帳を交付しています。

対　　象

問い合わせ 保健福祉センター健康福祉課　　　　　８８－７１１５

知的障害と判断された方

　障害等級により公共施設の減免や各種税金の控除を受けることができます。

対　　象

問い合わせ 保健福祉センター健康福祉課　　　　　８８－７１１５

精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた方

※手続は烏山庁舎健康福祉こども課烏山分室でも行います。

※手続は烏山庁舎健康福祉こども課烏山分室でも行います。

※手続は烏山庁舎健康福祉こども課烏山分室でも行います。
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　20歳未満の障がいのある児童を養育している父母またはその養育者に支給します。

対　　象

問い合わせ 保健福祉センター健康福祉課　　　　　８８－７１１５

主に身体障害者手帳１～３級及び４級の一部の児童、療育手帳Ａ１・Ａ２およびＢ１の
一部の児童を養育している方
 ・ 所得制限があります。
 ・ 児童が施設などに入所しているとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受
　給できるときは資格がなくなります。

　重度の心身障がい者が医療機関で支払った保険診療分の費用を助成します。

対　　象

問い合わせ 保健福祉センター健康福祉課　　　　　８８－７１１５

身体障害者手帳１・２級の方、 療育手帳Ａ１・Ａ２またはIQ50以下で身体障害者手帳
３・４級の障害を重複している方

　精神に疾患のある人に対して、医療費（自己負担額）の一部を公費で負担する制度です。

手  続  き

問い合わせ 保健福祉センター健康福祉課　　　　　８８－７１１５

診断書または精神障害者保健福祉手帳を添えて申請

手当や医療費2

　20歳未満の在宅の重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給します。

対　　象

保健福祉センター健康福祉課　　　　　８８－７１１５

主に重度の障がいを持っている児童
 ・ 所得制限があります。
 ・ 障害児施設などに入所している方、障がいを支給事由とする年金を受給している方
　は資格がなくなります。

問い合わせ

※手続は烏山庁舎健康福祉こども課烏山分室でも行います。

※手続は烏山庁舎健康福祉こども課烏山分室でも行います。

※手続は烏山庁舎健康福祉こども課烏山分室でも行います。

※手続は烏山庁舎健康福祉こども課烏山分室でも行います。
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　在宅の日常生活を容易にするために、用具の給付を行っています。

手　　続

問い合わせ 保健福祉センター健康福祉課　　　　　８８－７１１５

障害の種類・程度により対象品目が異なります。
※所得等により利用者の負担額があります。

　心身に障がいのある児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導及び集団への適応訓
練を行っています。

対　　象

問い合わせ 保健福祉センター健康福祉課　８８－７１１５

費　　用

その他の支援3

　身体の不自由な部分を助け、生活をしやすくする為に必要な用具（補装具）の交付や修理にかかる
費用を助成します。

対　　象

問い合わせ 保健福祉センター健康福祉課　　　　　８８－７１１５

身体障害者手帳をお持ちの方で、補装具を装着することで改善される人

18歳までの児童

利用者の一部負担額があります。

　医療機関や相談機関で療育が必要と診断された就学前の児童とその家族が一緒に通園して、療
育訓練や生活指導のサービスが受けられます。

手　　続

問い合わせ 那須烏山市社会福祉協議会烏山支所　　８４－１２９４

費　　用

保健福祉センター健康福祉課に申請　※入園前に見学可

１回８２８円(個人負担４１４円・市助成４１４円)
※見学及び相談は無料

※手続は烏山庁舎健康福祉こども課烏山分室でも行います。

※手続は烏山庁舎健康福祉こども課烏山分室でも行います。
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手当や医療費など

　医療費（保険診療）の自己負担分を助成します。所得制限があります。

対　　象

対象期間 お子さんが満18歳になった後の３月31日まで（毎年更新手続必要）

問い合わせ 保健福祉センターこども課　８８－７１１６

１

ひとり親家庭の親と子、または両親以外の方に養育されてい
る子（養育者が単身の場合は養育者も対象となります）

　父母の一方または両親が死亡した児童を養育する方に手当を支給します。
所得制限があります。

対　　象

対象期間 申請月の翌月から義務教育が終了するまで

問い合わせ 保健福祉センターこども課　８８－７１１６

児童を監護している父および母、または父母以外の方で児童と同居し生計を維持して
いる方

　父親がいないかあるいは父親に重度の障害を持つ家庭、または母親に代わって児童を養育してい
る方に、手当を支給します。所得制限があります。

対　　象

問い合わせ 保健福祉センターこども課　８８－７１１６

認定請求してください。※所得制限があります。
公的年金（例遺族年金・障害年金・老齢年金など）
を受けることができる人は対象外です。

対象期間 お子さんが満18歳になった後の３月31日まで
（毎年更新手続必要）
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大桶運動公園

保健衛生センター

広域行政事務組合

烏山運動公園龍門ふるさと民芸館

大金台
南那須
歴史民俗資料館

こぶしが丘温泉

南那須学校給食センター南那須学校給食センター南那須学校給食センター

江川小下江川中

高根沢町

さくら市

那珂川町

芳賀町

法務局烏山支局烏山図書館
烏山郷土資料館

烏山職業安定所

水道庁舎

滝童内医院

水沼医院

烏山消防署

星医院

山野クリニック

阿久津クリニック

山あげ会館

阿久津医院
熊田診療所熊田診療所熊田診療所

近藤クリニック

南那須青木医院南那須青木医院南那須青木医院

大野医院

中村歯科医院

新井歯科クリニック

石川歯科医院
石川
歯科医院

若林歯科医院

保健福祉センター
社会福祉協議会

南那須B&G海洋センター

南那須
運動場

荒川神社

田野倉駐在所

烏山消防署
南那須分署

ウォーキングトレイル
南那須図書館

南那須公民館南那須公民館

市役所市役所
南那須庁舎南那須庁舎

南那須公民館

荒川体育館

荒川小
荒川中

JR大金駅

JR烏
山
線

市役所
南那須庁舎

塩谷医院

南那須武道館

林田医院

福澤歯科医院

みどり歯科

愛宕台運動場

烏山修道院

スマイル歯科

石倉歯科医院石倉歯科医院石倉歯科医院

浅倉歯科医院

��

大桶運動公園大桶運動公園

保健衛生センター保健衛生センター

広域行政事務組合広域行政事務組合

大桶運動公園

保健衛生センター

広域行政事務組合

せせらぎの里公園

境小

わらび荘
長峰ビジターセンター
国見緑地公園

やまびこの湯

七合小

七合中

烏山南公民館

境公民館

県南那須庁舎

烏山運動公園烏山運動公園龍門ふるさと民芸館龍門ふるさと民芸館龍門ふるさと民芸館

南那須学校給食センター

龍門の滝
烏山運動公園

茂木町

市貝町

常陸大宮市

法務局烏山支局法務局烏山支局法務局烏山支局烏山図書館烏山図書館
烏山郷土資料館烏山郷土資料館

烏山職業安定所烏山職業安定所

水道庁舎水道庁舎

滝童内医院滝童内医院

水沼医院水沼医院

烏山図書館
烏山郷土資料館

烏山消防署烏山消防署烏山消防署

烏山職業安定所

市役所烏山庁舎
八雲神社

水道庁舎

烏山武道館
烏山プール
烏山公民館

烏山体育館

烏山警察署

JR烏山駅

（旧就業改善センター）

南那須地区総合健康管理センター

那須南病院
藤井歯科医院

星医院星医院星医院

佐野医院

山野クリニック山野クリニック山野クリニック

阿久津クリニック阿久津クリニック

山あげ会館山あげ会館

阿久津クリニック

阿久津医院阿久津医院阿久津医院

滝童内医院
滝田内科医院

水沼医院

熊田診療所

七合診療所

烏山台病院

境診療所

近藤クリニック近藤クリニック近藤クリニック

南那須青木医院

金井医院

山あげ会館

やすらぎ荘
社会福祉協議会
（くれよんクラブ）

烏山高

清水川せせらぎ公園

大野医院大野医院大野医院

中村歯科医院中村歯科医院中村歯科医院

新井歯科クリニック新井歯科クリニック新井歯科クリニック

岡林歯科医院

石川歯科医院石川歯科医院石川歯科医院
石川石川
歯科医院歯科医院
石川
歯科医院

若林歯科医院若林歯科医院若林歯科医院

南那須公民館

市役所
南那須庁舎

烏山中

烏山小

愛宕台運動場愛宕台運動場

烏山修道院烏山修道院

愛宕台運動場

烏山修道院

烏山女子高

川俣歯科医院

神門歯科医院

石倉歯科医院

浅倉歯科医院浅倉歯科医院浅倉歯科医院
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